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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月19日(2020.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間が形成された基板と、
　前記空間に対応して、前記基板上に形成された弾性層と、
　前記空間に対応して、前記弾性層上に形成された圧電素子と、
を備え、
　前記弾性層は、前記空間側に、平面視で前記空間と重なり前記空間よりも広い底部と、
前記底部を囲む壁部とを有する凹部が設けられ、
　前記壁部は、前記底部から前記空間に向かう方向に広くなるように傾斜した曲面を有し
、
　前記曲面の曲率半径は、６０ｎｍ～１０００ｎｍであることを特徴とする圧電デバイス
。
【請求項２】
　前記曲面の一部は、樹脂で覆われていることを特徴とする請求項１に記載の圧電デバイ
ス。
【請求項３】
　前記基板は、複数の前記空間が並んで形成され、
　１インチ当たりの前記空間の数は、３００以上６００以下であることを特徴とする請求
項１または２に記載の圧電デバイス。
【請求項４】
　前記基板は、複数の前記空間が並設方向に並んで形成され、
　前記底部の前記並設方向における幅は、前記空間の前記並設方向における幅よりも大き
いことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の圧電デバイス。
【請求項５】
　前記基板は、複数の前記空間が並設方向に並んで形成され、
　前記壁部は、前記凹部内の前記並設方向に沿った両側に設けられることを特徴とする請
求項１～４のいずれか１項に記載の圧電デバイス。
【請求項６】
　前記壁部は、前記基板の前記弾性層側の面に接続することを特徴とする請求項１～５の
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いずれか１項に記載の圧電デバイス。
【請求項７】
　前記基板は、シリコンにより構成され、
　前記弾性層は、酸化シリコンにより構成されることを特徴とする請求項１～６のいずれ
か１項に記載の圧電デバイス。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の圧電デバイスを備え、前記圧電素子の駆動により
前記空間内に充填された液体を吐出することを特徴とする液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　請求項８に記載の液体吐出ヘッドを備えることを特徴とする液体吐出装置。
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